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●条　例

○金沢市手数料条例の一部を改正する条例

（財　政　課）　 1

条条 例例

金沢市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。  
令和７年３月 日  

金沢市長 村 山 卓

◎◎金金沢沢市市条条例例第第 号号

金沢市手数料条例の一部を改正する条例

金沢市手数料条例（平成 年条例第３号）の一部を次のように改正する。

別表第 号の項を次のように改める。

建 築 基

準法（昭和

年法律第

号 ） 第

６条第１項

（同法第

条第１項に

おいて準用

する場合を

含む。）の

規定に基づ

く確認の申

請又は同法

第 条第２

項（同法第

条第１項

において準

用する場合

を含む。）

の規定に基

づく計画の

通知に対す

る審査

構造計算の審査

を要しない建築

物（建築基準法

第６条の４第１

項第３号に掲げ

る建築物（以下

この号及び第

号において「特

例建築物」とい

う。）以外の建

築物に限る。）

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を 超 え 平 方

メートル以内のも

の

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

１件につき 円
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方メートル以内の

もの

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超えるもの

１件につき 円

構造計算の審査

を要しない建築

物（特例建築物

に限る。）

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

構造計算の審査

を要する建築物

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

１件につき 円

条条 例例

金沢市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。  
令和７年３月 日  

金沢市長 村 山 卓

◎◎金金沢沢市市条条例例第第 号号

金沢市手数料条例の一部を改正する条例

金沢市手数料条例（平成 年条例第３号）の一部を次のように改正する。

別表第 号の項を次のように改める。

建 築 基

準法（昭和

年法律第

号 ） 第

６条第１項

（同法第

条第１項に

おいて準用

する場合を

含む。）の

規定に基づ

く確認の申

請又は同法

第 条第２

項（同法第

条第１項

において準

用する場合

を含む。）

の規定に基

づく計画の

通知に対す

る審査

構造計算の審査

を要しない建築

物（建築基準法

第６条の４第１

項第３号に掲げ

る建築物（以下

この号及び第

号において「特

例建築物」とい

う。）以外の建

築物に限る。）

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を 超 え 平 方

メートル以内のも

の

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

１件につき 円
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方メートル以内の

もの

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超えるもの

１件につき 円

構造計算の審査

を要しない建築

物（特例建築物

に限る。）

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

構造計算の審査

を要する建築物

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

１件につき 円

を超え 平方メ

ートル以内のもの

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を 超 え 平 方

メートル以内のも

の

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超えるもの

１件につき 円

別表第 号の項中「確認を」を「確認済証の交付を」に、「 円」を「 円」

に改め、同表第 号の項中「確認を」を「確認済証の交付を」に改め、同表第 号の項を

次のように改める。

建築基

準法第７条

第１項の規

定に基づく

完了検査の

申請又は同

法第 条第

建築基

準法第

７条の

３第１

項の特

定工程

（以下

建築基

準法第

７条の

５に規

定する

工 事

（特例

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円
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を超え 平方メ

ートル以内のもの

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を 超 え 平 方

メートル以内のも

の

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超えるもの

１件につき 円

別表第 号の項中「確認を」を「確認済証の交付を」に、「 円」を「 円」

に改め、同表第 号の項中「確認を」を「確認済証の交付を」に改め、同表第 号の項を

次のように改める。

建築基

準法第７条

第１項の規

定に基づく

完了検査の

申請又は同

法第 条第

建築基

準法第

７条の

３第１

項の特

定工程

（以下

建築基

準法第

７条の

５に規

定する

工 事

（特例

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

項の規定

に基づく完

了の通知に

対する審査

「特定

工程」

と い

う。）

に係る

建築物

以外の

建築物

建築物

の建築

に係る

ものに

限る。

以下こ

の号及

び第

号の２

におい

て「特

例 工

事」と

い

う。）

以外の

工事

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を 超 え 平 方

メートル以内のも

の

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超えるもの

１件につき 円

特例工

事

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が １件につき 円
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項の規定

に基づく完

了の通知に

対する審査

「特定

工程」

と い

う。）

に係る

建築物

以外の

建築物

建築物

の建築

に係る

ものに

限る。

以下こ

の号及

び第

号の２

におい

て「特

例 工

事」と

い

う。）

以外の

工事

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を 超 え 平 方

メートル以内のも

の

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超えるもの

１件につき 円

特例工

事

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が １件につき 円

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

特定工

程に係

る建築

物

特例工

事以外

の工事

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を 超 え 平 方

メートル以内のも

の

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

１件につき 円
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平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

特定工

程に係

る建築

物

特例工

事以外

の工事

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を 超 え 平 方

メートル以内のも

の

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

１件につき 円

方メートル以内の

もの

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超えるもの

１件につき 円

特例工

事

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

別表第 号の項中「 円」を「 円」に改め、同表第 号の項中「 円」

を「 円」に改め、同表中第 号の２の項及び第 号の項を次のように改める。

の ２ 建

築基準法第

７条の３第

１項の規定

に基づく中

間検査の申

請又は同法

第 条第

項の規定に

基づく通知

に対する審

査

特例工事以外の

工事

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が １件につき 円



金　沢　市　公　報令和７年（2025年）３月27日　号外第３号の４

− 7−

方メートル以内の

もの

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超えるもの

１件につき 円

特例工

事

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

別表第 号の項中「 円」を「 円」に改め、同表第 号の項中「 円」

を「 円」に改め、同表中第 号の２の項及び第 号の項を次のように改める。

の ２ 建

築基準法第

７条の３第

１項の規定

に基づく中

間検査の申

請又は同法

第 条第

項の規定に

基づく通知

に対する審

査

特例工事以外の

工事

床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が １件につき 円

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を 超 え 平 方

メートル以内のも

の

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超えるもの

１件につき 円

特例工事 床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

建築基準法第７条の６第

１項第１号若しくは第２号

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

１件につき 円



令和７年（2025年）３月27日　号外第３号の４ 金　沢　市　公　報

− 8−

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を 超 え 平 方

メートル以内のも

の

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ル を 超 え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メート

ルを超えるもの

１件につき 円

特例工事 床面積の合計が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

床面積の合計が

平方メートルを超

え 平方メート

ル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

建築基準法第７条の６第

１項第１号若しくは第２号

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

１件につき 円

（同法第 条の２又は第 条

第１項若しくは第２項におい

て準用する場合を含む。）又

は第 条第 項第１号若しく

は第２号（同法第 条の２又

は第 条第１項若しくは第２

項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく建築物

等の仮使用の認定の申請に対

する審査

以内のもの

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を 超 え 平 方

メートル以内のも

の

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ルを超えるもの

１件につき 円

別表第 号の項を次のように改める。

宅地造成及び特定盛土等

規制法（昭和 年法律第

号）第 条第１項の規定に基

づく宅地造成等に関する工事

（土石の堆積に係るものを除

く。）の許可又は同法第 条

第１項の規定に基づく特定盛

土等に関する工事の許可の申

請に対する審査

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メートル

以内のもの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メートル

を超え 平方

メートル以内のも

の

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

１件につき 円
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（同法第 条の２又は第 条

第１項若しくは第２項におい

て準用する場合を含む。）又

は第 条第 項第１号若しく

は第２号（同法第 条の２又

は第 条第１項若しくは第２

項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく建築物

等の仮使用の認定の申請に対

する審査

以内のもの

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を超え 平方メ

ートル以内のもの

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

を 超 え 平 方

メートル以内のも

の

１件につき 円

床 面 積 の 合 計 が

平 方 メ ー ト

ルを超えるもの

１件につき 円

別表第 号の項を次のように改める。

宅地造成及び特定盛土等

規制法（昭和 年法律第

号）第 条第１項の規定に基

づく宅地造成等に関する工事

（土石の堆積に係るものを除

く。）の許可又は同法第 条

第１項の規定に基づく特定盛

土等に関する工事の許可の申

請に対する審査

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メートル

以内のもの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メートル

を超え 平方

メートル以内のも

の

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

１件につき 円

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを 超え

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平 方メ ー

トルを超えるのも

の

１件につき 円

別表第 号の２の項中「の計画の変更の」を「（土石の堆積に係るものを除く。）の
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ルを超え 平

方メートル以内の

もの

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを 超え

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

盛土又は切土をす

る 土 地 の 面 積 が

平 方メ ー

トルを超えるのも

の

１件につき 円

別表第 号の２の項中「の計画の変更の」を「（土石の堆積に係るものを除く。）の

計画の変更の許可又は同法第 条第１項の規定に基づく特定盛土等に関する工事の計画の

変更の」に、「 円」を「 円」に、「宅地造成等に関する工事の設計」を

「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計」に、「切土又は盛土」を「盛土又は切

土」に、「前号」を「第 号」に、「新たな」を「盛土又は切土をする土地への新た

な」に、「係る宅地造成等」を「係る宅地造成又は特定盛土等」に改め、同項を同表第

号の２の２の項とし、同表第 号の項の次に次のように加える。

の２ 宅地造成及び特定盛

土等規制法第 条第１項の規

定に基づく宅地造成等に関す

る工事（土石の堆積に係るも

のに限る。）の許可又は同法

第 条第１項の規定に基づく

土石の堆積に関する工事の許

可の申請に対する審査

土石の堆積をする

土地の面積が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

土石の堆積をする

土地の面積が

平方メートルを超

え 平方メー

トル以内のもの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円
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計画の変更の許可又は同法第 条第１項の規定に基づく特定盛土等に関する工事の計画の

変更の」に、「 円」を「 円」に、「宅地造成等に関する工事の設計」を

「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計」に、「切土又は盛土」を「盛土又は切

土」に、「前号」を「第 号」に、「新たな」を「盛土又は切土をする土地への新た

な」に、「係る宅地造成等」を「係る宅地造成又は特定盛土等」に改め、同項を同表第

号の２の２の項とし、同表第 号の項の次に次のように加える。

の２ 宅地造成及び特定盛

土等規制法第 条第１項の規

定に基づく宅地造成等に関す

る工事（土石の堆積に係るも

のに限る。）の許可又は同法

第 条第１項の規定に基づく

土石の堆積に関する工事の許

可の申請に対する審査

土石の堆積をする

土地の面積が

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

土石の堆積をする

土地の面積が

平方メートルを超

え 平方メー

トル以内のもの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを 超え

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平 方メ ー

トルを超えるもの

１件につき 円

別表第 号の３の項の前に次のように加える。

の２の３ 宅地造成及び特定盛土等規制法第

条第１項の規定に基づく宅地造成等に関する工事

（土石の堆積に係るものに限る。）の計画の変更

の許可又は同法第 条第１項の規定に基づく土石

の堆積に関する工事の計画の変更の許可の申請に

対する審査

１件につき 次に掲げる金額

を合算した金額。ただし、そ

の金額が 円を超える

ときは、 円とする。

ア 土石の堆積に関する工

事の設計の変更（イのみ

に 該 当 す る 場 合 を 除

く。）については、土石

の堆積をする土地の面積



令和７年（2025年）３月27日　号外第３号の４ 金　沢　市　公　報

− 12−

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを超え 平

方メートル以内の

もの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平方メート

ルを 超え

平方メートル以内

のもの

１件につき 円

土石の堆積をする

土 地 の 面 積 が

平 方メ ー

トルを超えるもの

１件につき 円

別表第 号の３の項の前に次のように加える。

の２の３ 宅地造成及び特定盛土等規制法第

条第１項の規定に基づく宅地造成等に関する工事

（土石の堆積に係るものに限る。）の計画の変更

の許可又は同法第 条第１項の規定に基づく土石

の堆積に関する工事の計画の変更の許可の申請に

対する審査

１件につき 次に掲げる金額

を合算した金額。ただし、そ

の金額が 円を超える

ときは、 円とする。

ア 土石の堆積に関する工

事の設計の変更（イのみ

に 該 当 す る 場 合 を 除

く。）については、土石

の堆積をする土地の面積

（イに規定する変更を伴

う場合にあっては変更前

の土石の堆積をする土地

の面積、土石の堆積をす

る土地の面積の縮小を伴

う場合にあっては縮小後

の土石の堆積をする土地

の面積）に応じ、第

号の２に定める当該手数

料の金額の 分の１に相

当する金額

イ 土石の堆積をする土地

への新たな土地の編入に

係る土石の堆積に関する

工事の計画の変更につい

ては、新たに編入される

土石の堆積をする土地の

面積に応じ、第 号の

２に定める当該手数料の

金額

ウ その他の変更について

は、 円

別表第 号の の項中「第 条第１項」を「第 条第１項」に改め、同表第 号の

の５の項中「第 条第２項後段」を「第 条第２項」に、「第 条第３項後段」を「第

条第３項」に、「工場等に係るものを除く」を「非住宅建築物（工場等を除く。）に係る

ものに限る」に、「同法第 条第２項」を「同法第 条第２項」に、「第 条第３項の」

を「第 条第３項の」に、

「

非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

」

を
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「

非住宅部分の床面

積の合計が 平

方メートル未満の

もの

１件につき 円

」

に、非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

「

非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

」

を

「

非住宅部分の床面

積の合計が 平

方メートル未満の

もの

１件につき 円

」

に改め、非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

同項を同表第 号の の８の項とし、同表第 号の の４の項中「第 条第２項後段」

を「第 項第２項」に、「第 条第３項後段」を「第 条第３項」に、「同法第 条第２

項」を「同法第 条第２項」に、「第 条第３項の」を「第 条第３項の」に、
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「

非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

」

を

「
非住宅部分の床面

積の合計が 平

方メートル未満の

もの

１件につき 円

」

に、非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

「
非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

」

を
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「
非住宅部分の床面

積の合計が 平

方メートル未満の

もの

１件につき 円

」

に改め、非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

同項を同表第 号の の７の項とし、同表第 号の の３の項中「第 条第１項」を

「第 条第１項」に、「第 条第２項」を「第 条第２項」に、「工場等に係るものを除

く」を「非住宅建築物（工場等を除く。）に係るものに限る」に、

「

非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

」

を

「

非住宅部分の床面

積の合計が 平

方メートル未満の

もの

１件につき 円

」

に、非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円
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「

非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

」

を

「
非住宅部分の床面

積の合計が 平

方メートル未満の

もの

１件につき 円

」

に改め、非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

同項を同表第 号の の４の項とし、同項の次に次のように加える。

の の５ 建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律第 条第１項又は第 条第２項の

規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判

定（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省

令に規定する複合建築物（第 号の の９及び

備考第 項において「複合建築物」という。）に

係るものに限る。）の申請に対する審査

１件につき 前３号の区分に

応じ、当該各号に定める手数

料の金額を合算した金額

の の

６ 建 築 物

のエネルギ

ー消費性能

の向上等に

関する法律

第 条第２

項若しくは

第 条第３

評価方法の全部

が仕様基準を用

いない方法によ

るもの

一戸建ての住宅の

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

未満のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅の

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

以上のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅以 １件につき 円
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項の規定に

基づく建築

物エネルギ

ー消費性能

確 保 計 画

（住宅に係

るものに限

る。）の変

更に係る建

築物エネル

ギー消費性

能適合性判

定又は当該

変更が同法

第 条第２

項若しくは

第 条第３

項の国土交

通省令で定

める軽微な

変更に該当

しているこ

とを証する

書面の交付

の申請に対

する審査

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が 平方

メートル未満のも

の

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が 平方

メ ー ト ル 以 上

平 方 メ ー ト

ル未満のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の 合 計 が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平 方 メ ー ト

ル未満のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が 平

方メートル以上の

もの

１件につき 円

評価方法の一部

が仕様基準を用

いる方法による

もの

一戸建ての住宅の

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

未満のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅の

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

以上のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が 平方

メートル未満のも

の

１件につき 円
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一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が 平方

メ ー ト ル 以 上

平 方 メ ー ト

ル未満のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の 合 計 が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平 方 メ ー ト

ル未満のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の 合 計 が 平

方メートル以上の

もの

１件につき 円

別表第 号の の２の項中「第 条第１項」を「第 項第１項」に、「第 条第２

項」を「第 条第２項」に、「工場等（以下この号から第 号の の５まで」を「非住

宅建築物（次号、第 号の の８、第 号の 及び第 号の において「非住宅建築

物」という。）で住宅部分（同令に規定する住宅部分をいう。）以外の部分の全部を同令

に規定する工場等の用途に供するもの（次号、第 号の の７及び第 号の の８」に、
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「
建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

等に関する法律第

条第１項に規定

す る 非 住 宅 部 分

（以下この号から

第 号の の５

までにおいて「非

住 宅 部 分 」 と い

う。）の床面積の

合計が 平方メ

ートル以上

平方メートル未満

のもの

１件につき 円

」

を

「
建築物エネルギー

消費性能基準等を

定める省令に規定

す る 非 住 宅 部 分

（以下この号、次

号、第 号の

の７、第 号の

の８及び備考第

項において「非

住 宅 部 分 」 と い

う。）の床面積の

合計が 平方メ

ートル未満のもの

１件につき 円

」

に、

非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円
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「
非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

」

を

「
非住宅部分の床面

積の合計が 平

方メートル未満の

もの

１件につき 円

」

に改め、非住宅部分の床面

積の合計が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平方メート

ル未満のもの

１件につき 円

同項を同表第 号の の３の項とし、同表第 号の の項の次に次のように加える。

の の

２ 建 築 物

のエネルギ

ー消費性能

の向上等に

関する法律

第 条第１

項又は第

条第２項の

規定に基づ

く建築物エ

ネルギー消

費性能適合

性判定（住

宅に係るも

の に 限

る。）の申

評価方法の全部

が建築物のエネ

ルギー消費性能

の向上等に関す

る法律施行規則

（平成 年国土

交 通 省 令 第 ５

号）第２条第１

号イ又はロに規

定する基準（以

下「仕様基準」

という。）を用

いない方法によ

るもの

一戸建ての住宅の

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

未満のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅の

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

以上のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が 平方

メートル未満のも

の

１件につき 円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

１件につき 円
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請に対する

審査

の合計が 平方

メ ー ト ル 以 上

平 方 メ ー ト

ル未満のもの

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の 合 計 が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平 方 メ ー ト

ル未満のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の 合 計 が 平

方メートル以上の

もの

１件につき 円

評価方法の一部

が仕様基準を用

いる方法による

もの

一戸建ての住宅の

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

未満のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅の

床 面 積 の 合 計 が

平方メートル

以上のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が 平方

メートル未満のも

の

１件につき 円

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の合計が 平方

メ ー ト ル 以 上

平 方 メ ー ト

ル未満のもの

１件につき 円

一戸建ての住宅以 １件につき 円
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外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の 合 計 が 平

方 メ ー ト ル 以 上

平 方 メ ー ト

ル未満のもの

一戸建ての住宅以

外の住宅の申請に

係る部分の床面積

の 合 計 が 平

方メートル以上の

もの

１件につき 円

別表第 号の の項中「第 条第１項」を「第 条第１項」に、「第 条第２項」を

「第 条第２項」に、「第 条第１項各号」を「第 条第１項各号」に改め、同項の前に

次のように加える。

の の９ 建築物のエネルギー消費性能の向上

等に関する法律第 条第２項若しくは第 条第３

項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保

計画（複合建築物に係るものに限る。）の変更に

係る建築物エネルギー消費性能適合性判定又は当

該変更が同法第 条第２項若しくは第 条第３項

１件につき 前３号の区分に

応じ、当該各号に定める手数

料の金額を合算した金額

の国土交通省令で定める軽微な変更に該当してい

ることを証する書面の交付の申請に対する審査

別表第 号の の項から第 号の の項までの規定中「第 条第１項」を「第 条第

１項」に、「第 条第２項」を「第 条第２項」に改め、同表第 号の の項から第

号の の項までの規定中「第 条第１項」を「第 条第１項」に、「第 条第２項」を

「第 条第２項」に改め、同表第 号の の項から第 号の の項までを削り、同表の

備考第９項第２号及び第４号中「確認」を「確認済証の交付」に改め、同備考第 項中

「第 項」を「第 項」に改め、同項第２号中「当該確認」を「確認済証の交付」に改め、

同備考第 項を同備考第 項とし、同備考第 項中「第 号の の４又は第 号の の

５」を「第 号の の６から第 号の の９まで」に、「第 条第１項」を「第 条第

１項」に改め、同項を同備考第 項とし、同備考第 項中「又は第 号の の３」を

「から第 号の の５まで」に、「第 条第１項」を「第 条第１項」に、「第 条第

３項」を「第 条第３項」に改め、同項を同備考第 項とし、同項の次に次の１項を加え

る。

第 号の の２から第 号の の９までの建築物エネルギー消費性能適合性判

定の申請又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消

費性能適合性判定の申請に係る手数料の金額は、これらの申請に係る計画に他の建
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築物が記載されている場合にあっては、当該計画に係る一の建築物ごとに算定した

金額を合算した金額とする。

別表の備考中第 項を第 項とし、第 項を第 項とし、第 項を第 項とし、同項の

次に次の１項を加える。

第 号の建築物等の仮使用の認定の申請に係る床面積の合計は、当該仮使用の認

定の対象となる建築物等の部分の床面積について算定する。

別表の備考第 項中「第 条第１項に規定する特定建築行為」を「第 条第１項に規定

する建築」に改め、同項各号を次のように改める。

一戸建ての住宅 円

一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が 平

方メートル未満のもの 円

一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が 平

方メートル以上 平方メートル未満のもの 円

一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が

平方メートル以上 平方メートル未満のもの 円

一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が

平方メートル以上のもの 円

非住宅部分の床面積の合計が 平方メートル未満のもの 円

非住宅部分の床面積の合計が 平方メートル以上 平方メートル未満のも

の 円

非住宅部分の床面積の合計が 平方メートル以上 平方メートル未満の

もの 円

非住宅部分の床面積の合計が 平方メートル以上 平方メートル未満の

もの 円

非住宅部分の床面積の合計が 平方メートル以上 平方メートル未満

のもの 円

非住宅部分の床面積の合計が 平方メートル以上 平方メートル未

満のもの 円

非住宅部分の床面積の合計が 平方メートル以上のもの 円

複合建築物 前各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手数料の金額を

合算した金額

別表の備考中第 項を第 項とし、第 項を第 項とし、第 項の次に次の１項を加え

る。

第 号の建築物の確認の申請に係る建築が建築物のエネルギー消費性能の向上等

に関する法律第 条第１項ただし書（同条第２項後段において準用する場合を含

む。）の国土交通省令で定める特定建築行為である場合又は同号の建築物の計画の

通知に係る建築が同法第 条第２項ただし書（同条第３項後段において準用する場

合を含む。）の国土交通省令で定める特定建築行為である場合の手数料は、同号に

規定する当該手数料の金額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金

額を加えた金額とする。
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一戸建ての住宅の床面積の合計が 平方メートル未満のもの 円

一戸建ての住宅の床面積の合計が 平方メートル以上のもの 円

一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が 平

方メートル未満のもの 円

一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が 平

方メートル以上 平方メートル未満のもの 円

一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が

平方メートル以上 平方メートル未満のもの 円

一戸建ての住宅以外の住宅の申請又は通知に係る部分の床面積の合計が

平方メートル以上のもの 円

附 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。


